
平成２６年６月２０日 

家具等転倒防止固定金具の 
無償配付・取り付け支援を開始 

平成２６年８月１日スタート 



阪神・淡路大震災による被害状況から 

阪神・淡路大震災では、亡くなられた 
人のうち、約８３．３％が倒壊した住宅
等による圧死であったという調査報告
があります。このほか、亡くなられた人
の約１０％は、家具等の転倒によるも
のであったと推測する調査報告もあり
ます。 
 

建築物の耐震診断及び未耐震建築物の耐震補強工事等 
による耐震化の促進が必要 
家具等の転倒防止対策を早急に推進する必要がある 

建物倒壊による頭部損傷、
内臓損傷、頸部損傷、窒息、
外傷性ショック等 83.3% 

12.8% 

3.9% 

 建物倒壊等によるもの 
 焼死等によるもの 
 その他 



木造住宅の耐震診断 

昭和５６年５月３１日以前に建築（着工）された木造住宅を対象に、平成１５年度から無償で
耐震診断を実施 

 
 
 

 
 

無料耐震診断の受診を促進するため、専門家が直接各戸を訪問し、耐震化の重要性や耐震診断の
方法、補助金制度等について説明。無料耐震診断を希望される人には、その場で申し込みが可能 
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無料耐震診断訪問実績 
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木造住宅の耐震化（補強計画） 

平成２１年度から、昭和５６年５月３１日以前に建築（着工）され、耐震診断の結果、 
倒壊の恐れが高いと診断された木造住宅の耐震補強工事に係る補強計画書（設計） 
作成費用を補助する制度を創設 

 
 
 

 
 

補助内容 ３分の２（最高１６万円） 

28 

42 

64 
69 68 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

H21 H22 H23 H24 H25 

木造住宅耐震診断補強計画実施数 

 
 

 
 

単位：件 

（財）消防科学総合センター 
http://www.isad.or.jp 



木造住宅の耐震化（補強工事） 

昭和５６年５月３１日以前に建築（着工）され、耐震診断の結果、倒壊の恐れが高いと
診断された木造住宅の耐震補強工事に要する費用の一部を補助 

補助内容 
平成２６年度の補助金額は対象工事費に応じて最高１１６．５万円 
（リフォーム工事と同時に行う場合は最高１３６．５万円） 
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家具等転倒防止対策へのこれまでの取り組み 

平成１７年度から津市家具等転倒防止対策事業補助金制度を創設し、津市に住民登
録がある人を対象に、自らが居住する住宅で、地震等による転倒を防止するための家具
等の固定を行うものに対し、金具等の材料費を含む取付費用の９／１０の額を補助 

 固定する家具等が１つの場合…最高６，０００円まで 
固定する家具等が２つの場合…最高８，０００円まで 
固定する家具等が３つ以上の場合…最高１０，０００円まで 

補助内容 

家具等転倒防止対策をさらに推進するため 

新たに家具等転倒防止対策啓発事業として、 
家具の固定金具の無償配布・取り付けの支援を開始！ 

家具等転倒防止対策事業補助金交付状況 
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平成２５年度防災に関する県民意識調査結果報告 

 平成２５年度防災に関する
県民意識調査報告書「家具類
の固定状況（全県）」では、 
「固定していない」が４５．０％
との報告がされており、本市の
平成２５年度末の住宅総数が
１１８，３４５戸であることから、
約５３，２００戸の住宅で家具
等の固定がされていないと 
推測されます。 

家具類の固定状況 
【問９】 ご自宅では、家具類や冷蔵庫、テレビなどが転倒しないよう 
     固定していますか。（一つだけ○） 

１ 大部分固定している 
２ 一部固定している 
３ 固定していない 
４ 固定する必要がない 

調査結果 

家具類の固定状況 –全県- 

11.2% 39.3% 45.0% 

1.1% 
3.5% 

固定する必要がない 

大部分固定している 一部固定している 

固定していない 無回答 

「家具類の固定状況」について、全県では「固定していない」が45.0%と最も多
く、次いで「一部固定している」は39.3%、「大部分固定している」は11.2%と
なっており、半数近くの家庭において家具が固定されていないことになります。 

回答数：３，１１４件 



平成１７年度から津市家具等転倒防止対策事業を実施 

これまでの事業 

新規事業の開始 

津市家具等転倒防止対策啓発事業を新たに実施 

家具等転倒防止対策を更に推進するため 



平成２６年８月１日から 

目的 
地震による家具等の転倒・落下による被害を軽減する
ことを目的に、固定金具の無償配布・取り付け支援を
行い、家具の転倒防止対策を推進 

配付 
開始日 

事業費 ２８．８万円 （平成２６年度当初予算）  

事業効果 
これまで家具等の転倒防止対策を行っていない世帯
へ、固定金具を無料で配付することで、地震による家
具等の転倒・落下による被害の軽減が期待できる 

津市家具等転倒防止対策啓発事業 



津市内に住民登録のあるすべての人（世帯）を対象に、家具を固定
するための金具を１世帯３つを上限に無料配付 

固定金具の配付  
 対象者  津市に住民登録のあるすべての人（世帯） 

 対象家具（取付可能家具）  タンス、本棚、水屋 

 上限対象家具数  １世帯３つまでの家具等 

 上限配付金具数 

 Ｌ字金具（中）3ｔ×60×60×幅16  ２個 
 Ｌ字金具（小）3ｔ×45×45×幅16  ４個 
 連結金具 1ｔ×幅16×72.4       ２個 
 皿木ネジφ3.8×32            ２４本  
 皿木ネジφ3.1×20             ８本 

 申請提出先  危機管理部防災室、各総合支所地域振興課 

 配付方法 

 申請書提出時に配付 
  ※窓口において申請書類の審査を行った後、丌備がなければ「津市家具等転倒 
   防止対策啓発事業を利用するに当たっての確認事項」、「固定金具の受領書」 
   を記入していただいた上で固定金具を配付   

 配付回数  １世帯につき１回限り 

 配付後の設置確認 
 実績報告書に写真を添付して提出 
  ※電子メールでの送信等をもって報告書の提出に代えることができる 

津市家具等転倒防止対策啓発事業の概要① 



無料で配付する固定金具を自分で取り付けることが困難な世帯に
ついては、ボランティア団体が無償で取り付けの支援を行う 

固定金具の取付支援  

 対象者 

 ●６５歳以上の高齢者のみの世帯 
 ●障がいのある人のうち、次の要件に該当している人と同居している世帯 
     「身体障害者手帳の級が１級から３級」、 
     「精神障害者保健福祉手帳の級が１級」、 
     「要介護認定の区分が３から５」、 
     「療育手帳の区分がＡ」 

 申請提出先   危機管理部防災室、各総合支所地域振興課 

 取付支援回数   １世帯につき１回限り 

 取付支援対象家具   本啓発事業で配付された固定金具を使用する場合に限る 

 ボランティア団体 
  特定非営利活動法人三重県木造住宅耐震促進協議会 
  ＮＰＯ法人ワクワク工房 

津市家具等転倒防止対策啓発事業の概要② 



津市家具等転倒防止対策啓発事業の特色 

特色① 
要件等を設定せず、市内に住民登録されている 
全ての世帯を対象に固定金具を配付します！ 

各窓口に申請書を提出いただいた時点で、家具
等の固定金具をその場で即日配付します！ 

特色② 


